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松村泉様

平成 21年 3月19日

埼玉県知事特別秘書

野本 能イ中

平成 21年 3月17日付け「抗議文等の回答書」について

当方から送付した抗議文に対し、貴殿から送付された「抗

議文等の回答書」の第ーから第五については次のとおりであ

る。

ま乙
第一について

学校教育法に基づく学校の認可は都道府県知事が認可権

者であり(学校教育法第 4条ト 理容飾美容師の養成施設

の指定は厚生労働大臣が指定権宕である(理容師法第 3条

第 3項、美容師法第 4条第 3項)G 

第二について

松山千忠子氏を設主代表者とする準学校法人求京高等理

容美容専門学校の寄附行為のl埼五県知事認可については、

昭和 42年4月10日付けの厚生大臣による養成施設指定
の時点では認可の申請中であり 、学校法人が存在していな

いことは当然、である。

第三、第四及び第五について

当方から送付した「抗議文」記載のとおり、来京高等理

容美容専門学校の学校設置認可は適正に行われている O

また、理容師美容師養成施設指定申請書の進主主も適正に

行われており、その申請を受け、厚生大臣が養成施設の指

定を行っている。

また、「回答書」の末尾に、 r((基本的な行為が無効の場令
は認可されても効力がないれとの記述があるが、前述の通

り、求京高等主里容美容専門学校の学校設置認可は適正に行わ

れている旨を重ねて申し上げる。
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この「回答書J の内容は既に何度も説明した内容の繰り返

しである。

謝罪もせず、再度このような犬舎を送ってきたことに対し、

厳重に抗議するとともに、玖めて撤回と謝罪を強〈求めるも

のである。

なお、これ以上同じことのやり取りを繰り返しても意味が

ないので、今後賞展えからのこうした文書には回答しない。ご

納得のいく結論を求めるのであれば、司直に委ねるのが肝要

かと忠われるので、賢明なご判断を重ねてお願い申し上げる O

以上


